
 

 

2020 年 10 月 5日 

各 位 

株式会社八十二銀行 

 

八十二「地方創生・SDGs 応援私募債（地域活性化型）」の寄付対象追加について 

 

八十二銀行（頭取 湯本 昭一）は、八十二「地方創生・SDGs 応援私募債（地域活性化型）」にお

いて【環境口】・【災害復興口】の取扱いを開始しましたのでお知らせいたします。 

八十二「地方創生・SDGs 応援私募債（地域活性化型）」は、2019 年 11 月から取扱いを開始し、私

募債発行に際して当行が発行企業さまから受け取る諸費用の一部を優遇し、発行企業の地域支援（優

遇分による寄付）を後押ししています。 

この度、【教育口】・【福祉口】・【スポーツ振興口】・【医療口】からなる寄付対象に、【環境口】およ

び【災害復興口】を新たに加え、お客さまとともに持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 

以下に概要をお知らせいたします。 

 

【八十二「地方創生・SDGs 応援私募債（地域活性化型【環境口】・【災害復興口】）」の概要】 

利用要件 

以下を全て充足する法人のお客さま 

1. 当行の私募債適債基準を充足する企業 

2. 地方創生に資する取組みを行う企業 

保証形式 銀行保証 信用保証協会保証 

発行金額 3 千万円以上 3 千万円以上 5億 6千万円以内 

償還期間 2 年～5年 2 年～7年 

保 証 料 当行所定の保証料 信用保証協会所定の保証料 

表面利率 当行所定の利率 

償還方法 満期一括償還または定時償還 

引受手数料 
当行所定の引受手数料 

※上記から発行金額×0.2％を当行が割引し、割引分を寄付に充当いただきます 

寄 付 先 

【 環 境 口 】 

長野県内および上越市、妙高市内の環境保全活動に取り組む団体 

【災害復興口】 

長野県内および上越市、妙高市内の災害復興活動に取り組む団体 

そ の 他 原則、金銭での寄付となります 

 

以 上 

 

 

 

 

 



【ご参考：八十二「地方創生・SDGs 応援私募債」の概要】 

 

取扱開始日 2019 年 11 月 1日 

取扱店舗 事業性融資取扱店 

タ イ プ 地域活性化型 企業応援型 

利用要件 

以下を全て充足する法人のお客さま 

1． 当行の私募債適債基準を充足する企業 

2． 地方創生に資する取組みを行う企業 

左記 1に加え、以下のいずれかに該当する法人

のお客さま 

1. 「長野県 SDGs 推進企業登録制度」の登録 

2. 「ISO14001」認証取得 

3. 「エコアクション 21」認証取得 

保証形式 銀行保証 信用保証協会保証 銀行保証 

発行金額 3 千万円以上 
3 千万円以上 

5 億 6千万円以内 
3 千万円以上 2億円以内 

償還期間 2 年～5年 2 年～7年 2 年～5年 

保 証 料 当行所定の保証料 
信用保証協会所定の

保証料 

当行所定の保証料から 

年 0.05%割引いたします 

表面利率 当行所定の利率 

償還方法 満期一括償還または定時償還 

引受手数料 

当行所定の引受手数料 

※ 上記から発行金額×0.2％を当行が割引

し、割引分を寄付に充当いただきます 

当行所定の引受手数料から 

発行金額×0.25%割引いたします 

寄付対象 

1. 【教育口】 

国公立・私立の幼稚園、保育園、小中学校、

高等学校（高専含む）、養護学校、大学、各

種専門学校、教育文化施設（図書館・博物

館・美術館等） 

2. 【福祉口】 

SDGsに取り組む特定公益増進法人または認

定 NPO 法人 

3. 【スポーツ振興口】 

スポーツ振興に取り組む特定公益増進法人

または認定 NPO 法人 

4. 【医療口】 

病院等を運営する医療法人等 

※ 原則、長野県内および上越市、妙高市

内で当行が認める先 

5． 【環境口】●●新設●● 

長野県内および上越市、妙高市内の環境保

全活動に取り組む団体 

6． 【災害復興口】●●新設●● 

長野県内および上越市、妙高市内の災害復

興活動に取り組む団体 

－ 

 


